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建設業界における地震被害に対する法律見解

弁護士法人匠総合法律事務所 大阪事務所

弁護士 江 副哲

【擁壁の構造欠陥に基づく損害賠償請求事件 (第一審・控訴審)】

宇都宮地方裁判所大田原支部平成 24年9月 19日判決

第1 事案の概要

1 関係図

平成 23年 (ワ)第223号損害賠償請求事件

東京高等裁判所平成25年 2月28日判決

平成 24年 (ネ)第 7028号損害賠償請求控訴事件

土地所有者:有限会社A

代表取締役兼宅地建物取引主任者B

4....→ 

-擁壁高さ最大寺3mを設置の上，造成

・工作物確認申請なし (検査済証なし)

造成 ・擁壁設計施工者 :有限会社C

代表取締役兼実施者 :D

↓ [土地売買契約]平成3年

依頼者 :E

-擁壁に関する説明なし/重要事項説明書に記

載もなし

↓ [建築工事請負契約]平成4年

建設業者 :F
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2 事故状況

*擁壁の崩落

3 諦求内容【原告側請求原因事実】

( 1 )有限会社Aの責任

*擁壁の崩落による上部敷地の地割れ

4・宅地建物取引業者として，本件土地を宅地としての利用を予定した第三者に売却するベ

く，本件擁壁を築造し，土地を造成した事業主として，本件擁壁が高さ 2mを超える以上，

建築基準法を遵守し，確認申請をして確認済み証の交付を受け，また工事完成後は完成検

査を受け検査済み証の交付を受ける等，本件擁壁の適法性について所定の審査を受け，か

っ，安全な土地としての効用を発揮できるよう配慮するべきで、あった。

・ また，本件擁壁が上記手続を履践せず，違法かっ重大な欠陥がある状態となっているに

もかかわらず，本件売買契約締結に際して，原告・・に対して，これらにつき全く説明し

なかった。土地売買に関する専門的知識を有する宅地建物取引業者であれば，上記は当然

に認識し，認識し得ベき立場にあり，かっ，これらは，売買契約締結に至る意思決定に際

して極めて重要な事項に該当する以上，有限会社Aは，買主である原告・・に対して，信

義則上，説明義務を負うのは当然である。

(2)有限会社A代表取締役兼宅地建物取引主任者Bの責任

・ 有限会社Aの事業計画を立案，決定し，業務を執行すべき代表取締役として，宅地とし

ての利用が予定された本件土地において擁壁を築造，造成工事をするに際しては，建築基

準法等の関係法令を遵守し，適法かっ安全な物件として，売却によって所有権を取得する

者及び本件土地を利用して建物を所有することとなる者らに損害が生じる ことがないよう

配慮、すべきで、あった。

。買主に対して重要事項説明等を行う宅地建物取引主任者として，本件売買契約において，

前記(1)記載の事項につき説明を行うべきで、あった。

(3)有限会社Cの責任

擁壁は，敷地地盤それ自体及び上部の建物を安全に支持する役割を担う以上，その安全

性が確保されなければならないことは云うまでもなく，危険な擁壁は，敷地地盤の崩落，
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建物の倒壊の危険性を包蔵する。

そのため，本件擁壁の施工業者として，建築基準法等の関係法令及び技術基準を遵守し，

構造的に安全な擁壁を築造しなければならないにもかかわらず，これを怠り，構造的な安

全性を検討せずに，法令，技術基準に全く適合しない危険な擁壁を築造し，結果，本件事

故が発生した。

(4)有限会社C代表取締役兼実施者Dの責任

有限会社Cの代表取締役として，本件擁壁の設計，施工方法等を決定する立場にあった

以上，本件擁壁の設計，施工に際しては，本件土地及び本件土地上の建物の所有者，転得

者等の生命，身体，財産等に危険が及ぶことがないよう法令，技術基準に適合させるべく

最大限の配慮をすべき注意義務があるというべきであるが，これらに反し，法令，技術基

準に全く適合しない危険な擁壁を，有限会社Cをして，漫然と築造させた。

4 判決のポイント

・安かろう，悪かろうは当然許されない

-地震であるから，不可抗力というだけの主張は通らない

-不法行為責任の遅延損害金の起算点について地裁、高裁の判断が分かれた

-擁壁を築造し造成した上で，土地を販売する場合には，擁壁についても責任を負う場合

がある
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擁壁概要【2段積み擁壁】
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参考図

上部プレキャスト擁壁

下部現場打ち擁壁

*水抜き穴なし
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平成24年9月19日判決言渡同日原本交付裁判所書記官鷲津真一

平成23年り燦223号損害賠償請求事件

口頭弁論終結日 平成24年8月148

判

被 告

被 告

凋代表者代表取締役

問所

決

EI 

被 告.

主文



合

工被告らは，原晶画制し，連帯して，金1702万5510同

及びこれに対する平成4年10)jlO日から支払済みまで年己分の割合

による金員を支払え。

2 被告ら比原通園助対し，酷し℃金225万円及びとれ

ヒ対する平成4年10月 10日から支払済みまで年5分の審]合による金

員を支払え。

. 3 訴訟費用は被告らの負担とする。

4 ζの判決は仮に執行することができる。

事実及び理由

-_ 

第l 請求

主文同旨

• • •• • ••• •• •• 第 2 事案の概要

• • 

本件は，

擁壁工事等を施工し，

C 
(以下『被告・園田睡」という。)が

「被告通_Jという。〉

-・・.・. . .. . 
-・.・

が販売した土地を購入したよで，同土地上に居宅を建築して居住している原告ら

が，平成23年3月11日に発生した地震により上記擁壁が崩落，損傷して，建

物にも被害が生じるに至ったのは，上記擁壁が関係法令及び技術基準に適合しな

いものであったためであり，施工業者である被告通-;その儲者とし
D _ Q 

て施工にかかわる業務を行った被告._(以下「被告鋼・」という。)，擁
《

壁工事等の建築主であり，密地建物取引業者として上記土地を販売した被告司・

o 

.:及びその代表者で宅地建物取引主任者として売買契約における重要事項説明

続行った被告缶..<以下「被告包Jという。)には共同不法行為市t成立

するなどと主張して，被告らに対し，連帯して，原告らそれぞれに発生した損害

の賠償及びとれに対する土地売買契約締結日である平成4年10月10日から支

払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であ

ーる。

。，h
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• • • • •• •• •• 
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また，両者が構造的に」体となっているとの前提で行った構造計算において

も，円弧滑り等に対する安全性カt不十分と判断されるものであって，根本的

に欠陥がある。

イ 下部現場施工擁壁の鉄筋阻筋はD13の200ミリメ}トルピッチである

ととろ，とれは通常の擁壁基準の鉄筋量の半分以下であって，鉄筋量が絶対

的に不足している。

ウ 下部現場施工擁壁には，建築基準法施行令142条1項所定の水抜き穴等

が設置されておらず，擁壁裏面にかかる水庄への対応がされていない。

. 

包)以上のとおり，本件擁壁はJ複数の点において法令又は技術基準を充たして

おらず，重大な欠陥を含むものであるというべきである。
c _ 0 

なお，被告噂聞闘圃喧喧・文ぴ被告-は，本件擁壁の施工に当たっては予算

面の制約があった旨を主張するが，上記欠陥部分は擁壁の安全性に関わる重大

なものであって，予算の多寡等の事情により許容される範囲を超えたものであ

るととは腐らかであるから，上記主張は採用することができない。

3 争点2 (本件擁壁の欠陥と本件被害との因果関係の有無)につドて

(l)本件擁壁が重大な欠陥を含むものであることは前記認定のとおりであるとと

ろ，とれらの欠陥部分により本件被害が生じ得る機序に関する上記鑑定定克書

及ぴ証人-恥供述内容は十分に合理的なものと認められることかちすれば，

本件被害については，特設の事僚がない限り，争点1において認定した本件擁

壁の欠陥部分に起因して生じたものと推認されるものというべきである。

(2) この点，被告らは，本件被害は東北地方太平洋沖地震等の不可抗力というべ

き要因により発生したものである旨を主張するが，同地震の際の--市

内の驚度は5強程度であったこと，一般に擁壁は建物等と比較しても地震によ

る影響を受けにくいものであること(註~，本件擁壁泣築造後同地震の

発生まモに 18年以上を経過したものではあったものの，上記程度の期間で

壁の安全性にかかわる程度の経年劣化が生じるとは通常考え難く，同地震以前

-11ι 
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・・ . 

に何らかの劣化等が生じてlt~jとことをうかがわせる証拠もないこと，本件土地

近辺に存在する擁壁の中には岡地震によっても特段の被害を受けていないもの

も多く(甲6)，少なくとも，本件擁壁と同程度の条件下において法令及び技

術基準を充たして施工された擁援に同様の被害が生じたとの事実を直ちに認め

るに足りる証拠はないととなどの事情を総合すれば，上記主張は採用できない

というべきであり z 他に前記推認を覆すに足りる事情はない。

なお，被告白.問-ま，制撤害のう抑建物に生じた

部分については，建物工事の問題点に起因するものである旨も主張するが，ー本

件建物に生じた被害(ポーチ，犬走り及て湛礎等の亀裂並びに北西側方向へのー

不同沈下〕は，本件擁盛南側の崩著書並びに北側及び西側の苧み等により生じた

ものとして合理的に理解可能である一方，基礎とポーチ及び犬走りがー体にな

っていないととにより本件建幼の被害が発生文は拡大したとと，本件土地につ

き，地設改良，杭打ちなどの必要な措置がとられていなかったととなどの事実

を認めるに足りる証拠はない。また，本体土地の所在地及び周辺土地のIfiJ用状

況(甲 1)に腐らせは被占圃・・及ぴ被4.階件擁壁工事を行う

に当たり，築造後には土地上に建物カ噴築される乙とを認識していた乙とは明

らかである。したがって，本件被害のうち本件建物に生じた部分についても，

本件擁壁の欠陥部分め春在と相当因果関係の範囲内にあるものと認められる。

(3) 以上のとおり，本件被害は，いずれも本件擁壁の欠陥部分に起因して生じた

ものと認められる。

4 争点3(:被告らの責任の有無)について

(1)被告・・・M 告の責任について

本件擁壁は，争点1における認定のとおり重大な欠焔を含むものである。そ

してJ建築物の設計・施工者等が，設計， .施工等!と当たり，建築物としての基

本的な安全性を欠くととがないよう回慮すべき注意義務を怠ったことにより，

当該建築物に基本的な安全性を損なう殻庇が生じ，とれにより居住者等の生命，
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身体文は財産が侵害された場合には，設計・施工者等は，居住者等が上記環.i!fG

の存在を知りながらこれを前提として買い受けたなどの特設の事情がない限

り，これによって生じた損害につき不法行為による賠償責任を負うと解される

ととろ(最二判平19. 7. 6参照)，本件売買契約に際して原告らに対し本

件擁護の図面靭1交付されていたとしても，そのζとのみから特段の専門的知

識を有しない同人的報擁の存在を知っていたものと認めるととはできず，他

に上記特段の事情についての主張立証はない。したがって，本件擁壁の建築を
c .‘  

行った被告・・・圃.眠びその代表者として本件擁壁の設計，施工方法の決。
定等を行った被告-は，いずれも原告らに対して不法行為責任を負うものと

認められる。

izl被告白骨ぴ被告ゐD責任について

i*件擁壁は高さが2メートJレを超えるものであっえから，建築基準法88

条， 6条等により，建築主である被4園酢，確認申鰭の提出その他同

. 

. 

• • • • •• •• •• 
• • . ・・・.-・・ a ・
• • • 法所定の手続をとるべき義務を負っていたのであり，とれを怠ったこ

してよ認手続に関わる業務を担当すべき立

，.. .' 

失というべきであるから，上記判断が左右されることはない.

そして，争点1における認定のとおり，本件擁壁の欠陥部分が重大なもので

あった之とからすれは被告包園町告勘右上野艇と内織

を履行していれ民確認手続の中で上記欠陥部分は容易に発見されたものと考

えられるから，本件被害との因果関日系も認めちれる。

よって，被告祖国阪ぴ被告白も，賠らに対して不法行為責任問。

(3) 以上のとおり，被告らはいずれも原告らに対して不法行為責任を負うととろ，

各自の行為には関連共同性が認められるから共同不法行為としで連帯責任を

負うものと認めるのが相当である。
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痛に対する慰謝料としては，各100万円が相当である。

(4) 弁護土費用

本件事案の性質，審理の経過，認容額その他一切の事情を総合考度すると，
EI 

被告らの不法行為と担当因果関係の範囲内にある弁護士費用は，原告.之つい
E2 

ては155万円，原告姐'については20万円と認めるのが担当である。

(5) 合計額

以上のとおりa 原品乙生じた損害額は合計1702万5510円であり，

原告暑に生悦損害額は合計225万円であると認…。

. 

第4 結論

よって，原告らの請求はいずれも理由があるから認容するとととして，主文の

とおり判決する。

宇都宮地方裁判所大田原支部

裁判官 阿 保 賢.祐

. 
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平成25年2月28日判決言渡 向日原本領収裁判所書記官

平成24年体)第7028号損害賠償請求控訴事件(原審・宇都宮地方裁判所大田

原文部平成23割功第223号)

口頭弁論終結日 平成25年 1月 22日
町惨

R . 
判 決

d 

控 訴人

同代表者代表取締役

控 訴 人

. 控訴人

間代表者代表取締役

• • • • •• •• •• 
. . 

-・・.・. . .. . .. .' 
• • 

控 訴 人

上記4名訴訟代理人弁護士

同

被控訴人

被 控 訴 人. 
上記2名訴訟代理人弁護士 秋 野 卓 生

• 
同 有 賀 幹 夫

同 永 瀬 英 良E

同 吉 )11 幹 司

同 中 )11 藤 雄

-
l
 



同 内 回 倉J

同 森 回 桂

同 井 上 雅 之

‘同 大 友白 秀 同リ
、

同 菅 谷 崩 子

主 文

1 原判決を次のとおり変更する。

(1) 控訴人らは，被控訴人-に対し，連帯して，金1702万551

0円及びこれに対する平成23年 3月 11日から支払済みまで年5分の割

-・

合による金員を支払え。

(2) 控訴人らは，被控訴人-に対し，連帯して，金225万円及び

これに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合に.よる

金員を支払え。

(3) 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。

2 控訴人らのその余の控訴をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は，第1，2審を遇じ，控訴人らの負担とする。

4 この判決の 1(1)， (2)は仮に執行することができる。

事実及び理由

• • • • •• •• •• 
• • 

-・・.・-・... .. .・. . 

第 1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は，第1，2審を通じ，被控訴人らの負担とする。

第2 事案の概要

1 本件は，控訴入園田園圃-<以下「控訴人という。

)が擁壁工事等を施工し，控訴入国圃圃圃圃園以下「控訴人-肢

という。)が販売した土地を購入した上で，同土地上に居宅を建築して居住し

。4
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•• • • • •• •• •• 
• • -・・.・-・... -・.・
• • . 

、

， 

(7) 1 5頁8ff目の次に，次のとおり加える。

6 したがって，控訴人らは，被控訴λ4院に対し 1702万5.510伺

の，被控訴人.に対し 225万円の各損害賠償義務(連帯債務)を

負っているというべきであり，また，本件における損害は東北地方太

平洋沖地震を契機として発生したというべきであるから， J己記損害賠

償債務に係る遅延損害金の起算点については平成23年3月 11日と

するのが相当である。

2 当審における当事者の主張に対する判断

被控訴人らは，当審における控訴人らの主張〈上記第2，3 (l)イ及びエ)に

ついて，時機に後れて提出された攻撃防御方法であり，民訴法157条に基づ

き却下すべきである旨主張する。

本件訴訟は，原審の第2回口頭弁論期日において弁論準備手続に付され， 3 

回の弁論準備手続期日を経た上で，第3回口頭弁論期日において弁論終結とな

り，第4回口頭弁論期日において原判決の言渡しがされたこと，及び，控訴人

らの上記主張は，当審において初めて主張されたものであることは記録上明ら

かであるから，このような本件訴訟の経緯に照らせば，当審において初めて控

訴人らに弁護士である訴訟代理人が就いたという事情を考慮してもなお，控訴

人らの上記主張は，時機に後れたものであり，控訴人らに，その提出について

少なぐとも過失があったといラべきである。そして，控訴人らの上記主張が，

虚偽の建築確認申請に基づいて建築された本件建物が本件被害の発生に影響を

及ぼしている旨の主張を含んでいるものと解する余地があることからすれば，

その主張の当否を判断するには，本件建物に係る建築確認申請をする際の，本

件擁壁の構造耐カ上の安全性についての萩島の認識及び被控訴人らの認識等に

関し，更なる主張，立証を尽くさせることが必要となることからすると，これ

により訴訟の完結を遅延させることとなるといわざるを得ない。

したがって，控訴人らの上記主張は，時機iこ後れて提出されたものとして民
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